
変更箇所一覧（抜粋）
ページ

10

16

23

【別表第２における情報提供】
・番号法第１９条第８号（別表第２の第３欄（情報提
供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人
情報）に「住民票関係情報」が含まれる項）
（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２
３、２７、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４
２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、６
７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、
９４、９６、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０８、１
１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情
報を定める命令第１・２・３.・４・６・７・８・１０・１２・１
３・１４・１５・１６・２０・２２・２３・２４・２５・２７・２８・３
１・３２・３３・３７・３８・３９・４０・４１・４３・４５・４７・４
８・５０・５１・５３・５５・５６･５７・５８・５９条

（別表第二における情報照会の根拠）
なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提供
ネットワークシステムによる情報照会は行わない）

【情報提供の根拠】
・番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人
情報の提供に関する命令（情報連携主務省
令）　第２条の表
第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（利用特定個人情報）に「住民票関
係情報」が含まれる項（第１、２、３、５、７、１１、
１３、１５、２０、２８、３７、３９、４８、５３、５７、５
８、５９、６３、６５、６６、６９、７３、７５、７６、８１、
８３、８４、８６、８７、９１、９２、９６、１０６、１０８、
１１０、１１２、１１５、１１８、１２４、１２９、１３０、１
３２、１３６、１３７、１３８、１４１、１４２、１４４、１４
９、１５０、１５１、１５２、１５５、１５６、１５８、１６
０、１６３、１６４、１６５、１６６の項）

【情報照会の根拠】
なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提
供ネットワークシステムによる情報照会は行わ
ない）

事後 番号法改正に伴う変更

提出時期 提出時期に係る説明項目 変更前の記載 変更後の記載

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
提供・移転の有無

提供を行っている　（　57 件）
移転を行っている　（　37 件）

提供を行っている　（　60件）
移転を行っている　（　36件）

事後 番号法改正に伴う変更

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
３．特定個人情報の
入手・使用－⑧使用
方法

（省略）
・番号法別表第一に掲げる事務を処理するため住
民票関係情報を同一機関内において移転をする。
・番号法別表第二に基づき、情報提供ネットワーク
システムを介し情報照会者へ住民票関係情報を提
供
する。

（省略）
・番号法別表に掲げる事務を処理するため住
民票関係情報を同一機関内において移転をす
る。
・情報提供ネットワークシステムを介し情報照
会者へ住民票関係情報を提供する。

事後 番号法改正に伴う変更

Ⅰ　基本情報－６情
報提供ネットワーク
システムによる情報
連携－②法令上の
根拠

資料４



ページ 提出時期 提出時期に係る説明項目 変更前の記載 変更後の記載

23

23

23

23

23

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
提供先1

・番号法第１９条第８号別表第２に定める情報照会
者（別紙Ⅱ－５－１参照）

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
移転先1

別表第１の左欄に掲げる者（別紙Ⅱ-５-２を参照）
番号法第９条第１項別表の左欄に掲げる者
（別紙Ⅱ-５-２を参照）

事後 番号法改正に伴う変更

事後 番号法改正に伴う変更

番号法第９条第１項別表（別紙Ⅱ-５-２を参照）

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
①法令上の根拠

番号法第９条第１項別表第１（別紙Ⅱ-５-２を参照）

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
②提供先における用
途

番号法第１９条第８号別表第２の第２欄に掲げる事
務（別紙Ⅱ－５－１参照）

番号法第１９条第８号に基づく情報連携主務省
令第２条の表に定める事務（別紙Ⅱ－５－１参
照）

事後 番号法改正に伴う変更

番号法第１９条第８号に基づく情報連携主務省
令第２条の表に定める情報照会者（別紙Ⅱ－
５－１参照）

事後 番号法改正に伴う変更

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
①法令上の根拠

番号法第１９条第８号別表第２（別紙Ⅱ－５－１参
照）

番号法第１９条第８号に基づく情報連携主務省
令第２条（別紙Ⅱ－５－１参照）

事後 番号法改正に伴う変更



ページ 提出時期 提出時期に係る説明項目 変更前の記載 変更後の記載

23

24

24

24

26-32

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
②移転先における用
途

別表第１の右欄に掲げる事務（別紙Ⅱ-５-２を参
照）

番号法第９条第１項別表の右欄に掲げる事務
（別紙Ⅱ-５-２を参照）

事後 番号法改正に伴う変更

事後

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
移転先2

川口市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例に定める事務（別紙Ⅱ
-５-３を参照）

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番
号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例に定める事務（別紙Ⅱ-５-３を参照）

事後 文言修正による変更

番号法改正に伴う変更

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
①法令上の根拠

川口市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例第３条、第４条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番
号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例第３条、第４条

事後 文言修正による変更

Ⅱ ファイルの概要
（住基ファイル）－
５．特定個人情報の
提供・移転（委託に
伴うものを除く。）－
移転先2②移転先に
おける用途

条例別表第２及び第３の第２欄に掲げる事務（別紙
Ⅱ－５－３を参照）

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番
号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例別表第２及び第３の第２欄に掲げる事務
（別紙Ⅱ－５－３を参照）

事後 条例改正に伴う変更

別紙Ⅱ 表省略 表省略



ページ 提出時期 提出時期に係る説明項目 変更前の記載 変更後の記載

事前
窓口DXSaaS（書かない窓
口システム）導入に伴う変
更

8

8

8

Ⅰ　基本情報－２．
特定個人情報ファイ
ルを取り扱う事務に
おいて使用するシス
テム－システム８－
②システムの機能

１ 申請書の自動作成機能
 窓口における申請内容の聞き取りやマイナン
バーカード等の読み取りにより、必要事項をシ
ステムに入力することで、申請書を自動作成す
る機能
２ 基幹系システムとのデータ連携機能
 基幹系システムから書かない窓口システムへ
のデータの取り込みや書かない窓口システム
から基幹系システムへのデータ連携機能
３ 手続案内機能
 ライフイベントごとに設定された質問に答える
ことで、必要な手続きを洗い出し、一覧表に出
力することで案内する機能
４ ワンスオンリー機能
 聞き取りやマイナンバーカード等の読み取りに
より作成した申請内容を複数の窓口で何度も
聞き取ることなく、繰り返し活用する機能

事前

Ⅰ　基本情報－２．
特定個人情報ファイ
ルを取り扱う事務に
おいて使用するシス
テム－システム８－
③他のシステムとの
接続

[　○　]既存住民基本台帳システム 事前
窓口DXSaaS（書かない窓
口システム）導入に伴う変
更

Ⅰ　基本情報－２．
特定個人情報ファイ
ルを取り扱う事務に
おいて使用するシス
テム－システム８－
①システムの名称

窓口DXSaaS（書かない窓口システム）

窓口DXSaaS（書かない窓
口システム）導入に伴う変
更



ページ 提出時期 提出時期に係る説明項目 変更前の記載 変更後の記載

11 （別添１）事務の内容 図　省略 図　省略 事前
窓口DXSaaS（書かない窓
口システム）導入に伴う変
更


